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収益認識専門委員会（仮称）の設置について(案) 

 
１．経 緯  

収益認識は、国際会計基準審議会（IASB）において 2002 年（平成 14 年）から検討課題

とされ、現在は米国財務会計基準審議会（FASB）との共同プロジェクトとして検討が進め

られている。ASBJ では、このプロジェクトについて、活動目的の一つである「国際的な会

計基準の整備への貢献」の最重要テーマの一つであると考えている。 

そのため、会計基準の国際的なコンバージェンスに向けた取組みとして、平成 17 年 3 月

から開始されている IASB との共同プロジェクトでも、収益認識を長期プロジェクト項目の

うち優先的に検討する項目としている。また、平成 19 年 8 月に公表した IASB との「東京

合意」を踏まえて平成 19 年 12 月に公表したプロジェクト計画表においては、収益認識を

「IASB/FASB の MOU に関連するプロジェクト項目（中長期）」に属する 5 項目の一つとして

掲げている。 

IASB では、FASB との共同プロジェクトの成果として、平成 20 年前半に討議資料を公表

する予定となっている。 

 
２．収益認識専門委員会（仮称）の設置 

上記のように、ASBJ において、収益認識を中長期のコンバージェンス・プロジェクト項

目として検討していく方針がすでに合意されており、ASBJ における対応を本格化する必要

がある。また、IASB/FASB による討議資料の公表に対応して、IASB の基準設定プロセスへ

の日本のより大きな貢献を図るという観点からも、本プロジェクトについての体制強化が

不可欠である。 

このため、収益認識専門委員会（仮称）を設置し、IASB/FASB のプロジェクトの内容の検

討と合わせて、収益認識に関する国内基準の今後のあり方について検討を行うこととして

はどうか。 

 
３．作業計画（案） 

 ・平成 20 年前半に公表が予定されている IASB/FASB の討議資料に対するコメントを検討

する。 

・IASB/FASB の討議資料の検討を踏まえ、平成 20 年後半に論点整理を公表する。 

 ・国内基準の開発については、「新たな基準が適用となる際に日本において国際的なアプ

ローチが受け入れられるように、緊密に作業を行う」という東京合意の基本方針に基づい

て、進めていく。 

以 上 
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